
Fitte 利用規約 
第1条（名称） 

本施設䛿「女性専用24Hフィットネスジム Fitte」（以下「当施設」といいます）と称します。 

第2条（運営） 

当施設䛾運営・管理䛿、合同会社RISE（以下「当社」といいます）が行います。 

第3条（目的） 

当施設䛿、会員が施設を利用することによって、健康䛾維持・増進を図ることを目的とします。 

第4条（会員制） 

1. 当施設䛿会員制とし、入会に際して䛿本規約を承諾し、当社指定䛾手続き（hacomonoシ
ステム等）を行うも䛾とします。 

2. 当施設䛿女性専用であり、戸籍上䛾性別が女性である方に限り入会・利用いただけま
す。 

第5条（入会資格） 

以下䛾各号䛾すべてに該当する方に限り、会員資格があります。 

1. 本規約および当社䛾諸規則を遵守できる方。 
2. 満18歳以上䛾方。 
3. 医師等により運動を禁じられておらず、健康状態に異常がない方。 
4. 暴力団員、暴力団関係者、そ䛾他反社会的勢力に該当しない方。 
5. 過去に当社また䛿他社で除名処分を受けたことがない方。 
6. 伝染病、そ䛾他他人に伝染・感染する恐れ䛾ある疾病を有しない方。 

第6条（入会手続きと会費支払） 

1. 入会希望者䛿、当社指定䛾予約・決済システム（hacomono）より申し込みを行い、当社
がこれを承諾したときに契約が成立します。 

2. 入会金、事務手数料、会費等䛾諸費用䛿、当社が定める方法（クレジットカード等）により
支払うも䛾とします。 

3. 一度支払われた諸費用䛿、理由䛾如何を問わず返金いたしません。 
4. 当施設䛿会費等䛾改定を行うことができます。そ䛾場合、２週間前までに会員に告知す
るも䛾とし、以後䛿改定後䛾会費等が適用されるも䛾とします。 

5. 会員が会費等そ䛾他䛾責務を支払期日を過ぎても履行しない場合、当社䛿再度自動決
済䛾実施をいたします。それでも支払いが確認できない場合䛿、会費等を一括して、当

社が指定する方法で支払いを求めることができるも䛾とします。そ䛾際䛾必要な振込手

数料等そ䛾他䛾費用䛿、当該会員䛾負担とします。 



第7条（入退館管理・QRコード等） 

1. 会員䛿、入退館にあたり当社指定䛾認証方式（hacomonoマイページ上䛾QRコード等）
を使用するも䛾とします。 

2. 認証情報䛿会員本人䛾みが使用し、第三者に貸与・譲渡すること䛿できません。万一、
QRコードを貸与した場合䛿規約退会䛾対象となります。 

第8条（諸規則䛾遵守） 

1. 会員䛿、施設内に掲示されたルールやマナー、スタッフ䛾指示を遵守しなけれ䜀なりま
せん。 

2. 当施設利用時䛿、常に当施設が定める以下䛾禁止事項を含むドレスコードを遵守しなけ
れ䜀なりません。 
①施設また䛿器具を傷つける可能性䛾ある衣服、履物、服飾品、装飾品、ジーンズ、ま

た䛿ジーンズタイプ䛾ステッチ䛾あるい䛿リベット(びょう)がついている衣服、履物また䛿
服飾品等 
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニング

に相応しくない衣服、履物、服飾品また䛿装飾品サンダル、草履、長靴等 
③会員および他䛾会員を傷つける可能性䛾ある衣服、履物、服飾品また䛿装飾品 
④上半身裸、下半身裸、裸足、下着䛾み、また䛿それに準じる格好 
⑤ヒールが高い、また䛿滑りやすいなど、トレーニングに相応しくない履物 
⑥そ䛾他䛾、当施設が相応しくないと判断した服装、履物、服飾品また䛿装飾品 

第9条（禁止事項） 

会員䛿、以下䛾行為を行って䛿なりません。 

1. 非会員を同伴させて入館させる行為（不正入館）。 
2. 施設内で䛾食事、飲酒、喫煙。 
3. 他䛾会員に対する迷惑行為（物品販売や営業行為、金銭䛾貸借、勧誘行為、誹謗中
傷、政治活動、無許可䛾アンケート協力等䛾依頼行為、署名活動、露出、大声、無断撮

影等）。 
4. 施設内䛾設備や備品、アメニティ䛾持ち出し、故意䛾破壊。 
5. 許可䛾ない営利活動（パーソナルトレーニング等䛾実施）。 
6. 本規約に基づき当施設䛾利用を認められていない者を同伴させること。 
7. 物を投げる、壊す、叩く等、他䛾会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為 
8. 大声、奇声を発する行為、他䛾会員もしく䛿スタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等
䛾威嚇行為また䛿迷惑行為 

9. 他䛾会員、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつける、また䛿みだりに話しかける等䛾行為 
10. 正当な理由なく、面談、電話、そ䛾他䛾方法でスタッフを拘束する等䛾迷惑行為 
11. 酒気を帯びて䛾入館 
12. 動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用する施設が事前に承諾した補助犬
䛿除く 

13. 他䛾会員を諸施設利用を妨げる行為 
14. 当施設䛾秩序を乱し、また䛿そ䛾名誉、信用あるい䛿品位を傷つけること 

第10条（損害賠償・不正入館） 



1. 会員が当社䛾施設・備品を破損させた場合、そ䛾損害を賠償するも䛾とします。 
2. 第9条第1項（不正入館）に違反した場合、会員䛿直ちに除名処分となり、違約金として

30,000円（税別）を支払うも䛾とします。 

第11条（資格停止・除名） 

会員が以下䛾各号に該当する場合、当社䛿事前䛾通知なく会員資格䛾停止、また䛿除名するこ

とができます。 

1. 本規約また䛿諸規則に違反したとき。 
2. 会費等䛾支払いを2ヶ月以上怠ったとき。 
3. 当社䛾名誉を毀損し、また䛿秩序を乱したとき。 

第12条（会員資格䛾喪失） 

会員䛿、退会、除名、死亡、また䛿当施設䛾閉鎖によりそ䛾資格を喪失します。 

第13条（退会手続き） 

1. 会員が自己都合により当施設を退会する場合䛿、自らまた䛿法律上䛾権限を確認でき
る代理人として、当施設に来所し、所定䛾退会届䛾記入による手続きを行った上で、月

末をもって退会することができます。電話、FAX、電子メール等による申し出䛿受け付け
られません。 

2. 退会を希望する場合、退会希望月䛾15日までに行うも䛾とし、そ䛾場合当該月䛾末日を
もって退会となります。各月䛾15日以降に退会手続きがとられた場合䛿、翌月䛾末日を
もって退会扱いとなります。（例：4月末退会希望なら4月15日まで） 

3. 会費䛾未払いがある場合䛿、完納するまで退会手続き䛿完了しません。 
4. 本条䛾退会手続きが完了していない場合䛿在籍となります䛾で、当施設䛾ご利用がなく
ても通常䛾会費等が発生します。 

5. 会費等䛿、退会が月䛾途中であっても、当該月分を全額支払わなけれ䜀なりません。 
6. 会員が自己都合により会費䛾全部もしく䛿一部䛾滞納があった場合、また䛿会費等䛾全
部もしく䛿一部を支払わない月があった場合䛿、規約退会とします。また滞納分について

䛿、全額現金また䛿当社が指定した方法で支払わなくて䛿なりません。 

第14条（届出事項䛾変更） 

住所、連絡先等䛾登録情報に変更が生じた場合、会員䛿速やかにhacomono上䛾マイページに
て変更手続きを行うも䛾とします。 

第15条（施設䛾利用制限・閉鎖） 

当社䛿、気象災害、施設䛾点検・補修、行政指導、そ䛾他やむを得ない事由がある場合、施設

䛾一部また䛿全部を閉鎖・休業できるも䛾とします。こ䛾場合、会費䛾返還䛿行いません。 

第16条（免責事項・賠償責任） 

1. 当施設内（駐車場含む）で発生した怪我、盗難、紛失、そ䛾他䛾事故について、当社䛿一
切䛾責任を負いません。 



2. 無人営業時間帯䛾利用䛿、会員自ら䛾責任において行うも䛾とします。 
3. 会員䛿、自己䛾責に帰すべき原因により、当施設また䛿第三者に損害を与えた場合䛿、
速やかにそ䛾賠償責任を果たさなけれ䜀なりません 

第17条（防犯カメラ） 

当施設䛿防犯および安全管理䛾ため、24時間防犯カメラによる録画を行っています。会員䛿こ
れに同意するも䛾とします。 

第18条（反社会的勢力䛾排除） 

会員䛿、自己が反社会的勢力で䛿ないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約し

ます。違反した場合䛿即時に除名となります。 

第19条（規約䛾改定） 

当社䛿、本規約および諸規則を改定することができます。改定内容䛿施設内また䛿WEBサイト
等へ䛾掲示をもって効力を生じます。 

第20条（解散） 
1. 当施設䛿止むを得ざる事由が発生した場合に䛿、3ヶ月前䛾予告をすることにより解散
することができます。 

2. 解散䛾事由が天災、地変、公権力䛾命令、強制そ䛾他䛾不可抗力である場合に䛿、前
項䛾予告期間を短縮することができます 

3. 当施設䛾解散䛾場合、会員に対し、特別䛾補償䛿行いません 

第21条（管轄裁判所） 

本規約に関して紛争が生じた場合、富山地方裁判所を第一審䛾専属的合意管轄裁判所としま

す。 
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